
     

令

和

七

年

二

月 

        
 

 

令
和
七
年
二
月
文
京
区
議
会
定
例
議
会
議
案 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

文 
 

京 
 

区 
   



 



  
議
案
第
六
十
二
号 

 

文
京
区
役
所
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

５
頁 

議
案
第
六
十
三
号 

 

文
京
区
行
政
委
員
会
の
委
員
及
び
非
常
勤
の
監
査
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る 

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

７
頁 

議
案
第
六
十
四
号 

 

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

９
頁 

議
案
第
六
十
五
号 

 
文
京
区
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13
頁 

議
案
第
六
十
六
号 

 

文
京
区
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

15
頁 

議
案
第
六
十
七
号 

 

文
京
区
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
包
括
的
支
援
事
業
の
実
施
に
係
る
人
員
及
び 

運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

17
頁 

議
案
第
六
十
八
号 

 

文
京
区
指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
、
指
定
介
護
予
防
支
援
等
に
係 

る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正 

す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

21
頁 

議
案
第
六
十
九
号 

 

文
京
区
公
衆
浴
場
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

23
頁 

議
案
第
七 

十
号 
 

文
京
区
「
特
別
区
道
」
道
路
占
用
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

25
頁 

議
案
第
七
十
一
号 

 

文
京
区
立
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

33
頁 

議
案
第
七
十
二
号 

 

文
京
区
立
本
郷
給
水
所
公
苑
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

39
頁 

議
案
第
七
十
三
号 

 

文
京
区
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正 

す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

41
頁 

議
案
第
七
十
四
号 

 

文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
二
十
五
・
二
十
六
階
改
修
工
事
請
負
契
約 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

45
頁 

目 
 

 
 

 

次 



議
案
第
七
十
五
号 

 

文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
二
十
五
・
二
十
六
階
改
修
機
械
設
備
工
事
請
負
契
約 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

47
頁 

議
案
第
七
十
六
号 

 

区
域
外
に
お
け
る
公
の
施
設
の
設
置
に
関
す
る
協
議
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

49
頁 
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議
案
第
六
十
二
号 

 
 

 

文
京
区
役
所
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
二
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
役
所
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

文
京
区
役
所
組
織
条
例
（
昭
和
四
十
七
年
三
月
文
京
区
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
の
表
子
ど
も
家
庭
部
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

四 

児
童
相
談
所
に
関
す
る
こ
と
。 

  
 

 

付 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

（
説 

 

明
） 

 

行
政
組
織
を
再
編
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
六
十
三
号 

 
 

 

文
京
区
行
政
委
員
会
の
委
員
及
び
非
常
勤
の
監
査
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
二
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
行
政
委
員
会
の
委
員
及
び
非
常
勤
の
監
査
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

文
京
区
行
政
委
員
会
の
委
員
及
び
非
常
勤
の
監
査
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
十
二
月
文
京
区

条
例
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
中
「
二
五
三
、
四
〇
〇
円
」
を
「
二
五
五
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
二
三
三
、
七
〇
〇
円
」
を
「
二
三
五
、
八
〇
〇
円
」
に
、

「
二
九
二
、
八
〇
〇
円
」
を
「
二
九
五
、
四
〇
〇
円
」
に
、
「
四
、
九
〇
〇
円
」
を
「
五
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一
四
六
、
三
〇
〇

円
」
を
「
一
四
七
、
六
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。 

  
 

 

付 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

（
説 
 

明
） 

 

報
酬
の
額
を
改
定
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
六
十
四
号 

 
 

 

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
二
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例 

 

（
文
京
区
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

文
京
区
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
十
二
月
文
京
区
条
例
第
十
六
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
九
条
第
三
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
十
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
項
第
一
号
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 

 

（
文
京
区
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

文
京
区
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
令
和
五
年
三
月
文
京
区
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 
 

付
則
第
五
項
及
び
第
六
項
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 

（
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
四
年
七
月
文
京
区
条
例
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
五
条
の
三
第
一
項
中
「
禁
錮
の
刑
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 

 

（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
四
年
七
月
文
京
区
条
例
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



 

10 

 
 

第
二
十
六
条
の
二
第
三
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
項
第
一
号
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁

刑
」
に
改
め
る
。 

 

（
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
四
年
七
月
文
京
区
条
例
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
五
項
第
二
号
、
第
十
八
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
第
一
号
、
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号

並
び
に
第
二
十
一
条
第
四
項
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 

 

（
文
京
区
プ
ー
ル
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 

文
京
区
プ
ー
ル
条
例
（
昭
和
五
十
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
二
条
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 

 

（
幼
稚
園
教
育
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
七
条 

幼
稚
園
教
育
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
文
京
区
条
例
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 
 

第
二
十
八
条
第
三
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
二
十
九
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
項
第
一
号
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改

め
る
。 

  
 

 

付 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
し
た
行
為
の
処
罰
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 



11 

（
文
京
区
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

３ 
施
行
日
前
に
犯
し
た
禁
錮
以
上
の
刑
（
死
刑
を
除
く
。
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
罪
に
つ
き
起
訴
を
さ
れ
た
者
は
、
第
一
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
文
京
区
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
第
十
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
拘
禁
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
罪
に
つ
き
起
訴
を
さ
れ
た
者
と
み
な
す
。 

 

（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

４ 

施
行
日
前
に
犯
し
た
禁
錮
以
上
の
刑
（
死
刑
を
除
く
。
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
罪
に
つ
き
起
訴
を
さ
れ
た
者
は
、
第
四
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
三
項
（
第

三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
拘
禁
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
罪
に
つ
き
起
訴
を
さ
れ
た
者
と
み
な

す
。 

（
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

５ 

施
行
日
前
に
犯
し
た
禁
錮
以
上
の
刑
（
死
刑
を
除
く
。
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
罪
に
つ
き
起
訴
を
さ
れ
た
者
は
、
第
五
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
五
項
、
第
十
八
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
二
十
一
条
第
四
項
並
び
に
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
拘
禁
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
罪
に
つ
き
起
訴
を
さ
れ
た
者
と
み
な
す
。 

 

（
幼
稚
園
教
育
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

６ 

施
行
日
前
に
犯
し
た
禁
錮
以
上
の
刑
（
死
刑
を
除
く
。
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
罪
に
つ
き
起
訴
を
さ
れ
た
者
は
、
第
七
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
幼
稚
園
教
育
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
二
十
九
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第

三
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
拘
禁
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
罪
に
つ
き
起
訴
を
さ
れ
た

者
と
み
な
す
。 

 

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
規
則
へ
の
委
任
） 
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７ 

付
則
第
三
項
及
び
第
五
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
は
、
規
則
で
定
め
る
。 

８ 
付
則
第
四
項
及
び
第
六
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
は
、
特
別
区
人
事
委
員
会
の

承
認
を
得
て
規
則
で
定
め
る
。 

  

（
説 

 

明
） 

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い

た
し
ま
す
。 
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議
案
第
六
十
五
号 

 
 

 

文
京
区
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
二
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

文
京
区
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
五
十
年
三
月
文
京
区
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
の
表
中
「
一
、
七
〇
七
人
」
を
「
一
、
七
四
三
人
」
に
、
「
一
一
人
」
を
「
一
三
人
」
に
、
「
二
二
八
人
」
を
「
二

三
四
人
」
に
、
「
一
五
九
人
」
を
「
一
七
五
人
」
に
、
「
二
、
一
二
〇
人
」
を
「
二
、
一
八
〇
人
」
に
改
め
る
。 

  
 

 

付 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

（
説 

 

明
） 

 

職
員
配
置
の
見
直
し
に
伴
い
、
職
員
の
定
数
を
改
め
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
六
十
六
号 

 
 

 

文
京
区
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
二
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

 

  
 

 

文
京
区
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

文
京
区
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
十
月
文
京
区
条
例
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

第
十
六
条
を
第
十
七
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
章
及
び
章
名
を
加
え
る
。 

第
五
章 

文
京
区
災
害
弔
慰
金
等
支
給
審
査
会 

（
設
置
） 

第
十
六
条 

災
害
弔
慰
金
及
び
災
害
障
害
見
舞
金
の
支
給
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議
す
る
た
め
、
区
長
の
附
属
機
関
と
し

て
、
文
京
区
災
害
弔
慰
金
等
支
給
審
査
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。 

２ 

審
査
会
は
、
医
師
、
弁
護
士
そ
の
他
区
長
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
者
の
う
ち
か
ら
、
区
長
が
委
嘱
す
る
委
員
五
人
以
内
を
も

つ
て
組
織
す
る
。 

３ 

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
査
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。 

第
六
章 

雑
則 

付
則
第
二
項
中
「
第
十
四
条
第
一
項
に
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
に
」
に
改
め
る
。 
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付 

則 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

（
説 

 

明
） 

 

文
京
区
災
害
弔
慰
金
等
支
給
審
査
会
を
設
置
す
る
ほ
か
、
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
六
十
七
号 

 
 

 

文
京
区
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
包
括
的
支
援
事
業
の
実
施
に
係
る
人
員
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
二
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
包
括
的
支
援
事
業
の
実
施
に
係
る
人
員
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例 

文
京
区
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
包
括
的
支
援
事
業
の
実
施
に
係
る
人
員
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二

十
七
年
三
月
文
京
区
条
例
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
員
数
」
の
下
に
「
（
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
（
介
護
保
険
法
施
行
規

則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
第
百
四
十
条
の
六
十
六
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
第
一
号
被
保
険
者
の
数
及
び
セ
ン
タ
ー
の
運
営
の
状
況
を
勘
案
し
て
必
要

で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
常
勤
換
算
方
法
（
当
該
セ
ン
タ
ー
の
職
員
の
勤
務
延
時
間
数
を
当
該
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
常
勤
の
職
員

が
勤
務
す
べ
き
時
間
数
で
除
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
セ
ン
タ
ー
の
職
員
の
員
数
を
常
勤
の
職
員
の
員
数
に
換
算
す
る
方
法
を
い

う
。
）
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令

第
三
十
六
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
」
を
「
省
令
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
各
号
列
記

以
外
の
部
分
中
「
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
」
を
削
り
、
「
同
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
各
号
中
「
前
項
」
を
「
第

一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 
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４ 

第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
担
当
す
る
第
一
号
被
保
険
者
の
数
が
六
千
人
以
上
九
千
人
未
満
で
あ
る
セ
ン
タ
ー

が
存
す
る
場
合
に
お
い
て
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
が
セ
ン
タ
ー
の
効
果
的
な
運
営
に
資
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、

複
数
の
セ
ン
タ
ー
が
担
当
す
る
区
域
を
一
の
区
域
と
し
て
、
当
該
区
域
内
の
一
の
セ
ン
タ
ー
ご
と
に
、
当
該
一
の
セ
ン
タ
ー
が
担

当
す
る
第
一
号
被
保
険
者
の
数
に
応
じ
て
第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
常
勤
の
職
員
の
員
数
を
当
該
複
数
の
セ
ン

タ
ー
に
配
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
区
域
内
の
一
の
セ
ン
タ
ー
が
そ
れ
ぞ
れ
第
一
項
又
は
前
項
の
基
準
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
区
域
内
の
一
の
セ
ン
タ
ー
に
置
く
べ
き
常
勤
の
職
員
の
員
数
の
基
準
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者

の
う
ち
か
ら
二
人
以
上
と
す
る
。 

第
二
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
が
セ
ン
タ
ー
の
効
果
的
な
運
営
に
資
す
る
と
認
め
る
と

き
は
、
複
数
の
セ
ン
タ
ー
が
担
当
す
る
区
域
を
一
の
区
域
と
し
て
、
当
該
区
域
内
の
第
一
号
被
保
険
者
の
数
に
つ
い
て
、
三
千
人

以
上
六
千
人
未
満
ご
と
に
同
項
各
号
に
掲
げ
る
常
勤
の
職
員
の
員
数
を
当
該
複
数
の
セ
ン
タ
ー
に
配
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該

区
域
内
の
一
の
セ
ン
タ
ー
が
そ
れ
ぞ
れ
同
項
の
基
準
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
区
域
内
の
一
の
セ
ン

タ
ー
に
置
く
べ
き
常
勤
の
職
員
の
員
数
の
基
準
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
二
人
以
上
と
す
る
。 

第
三
条
第
二
項
中
「
省
令
第
百
四
十
条
の
六
十
六
第
一
号
ロ
⑵
に
規
定
す
る
」
を
削
る
。 

 

 
 

付 

則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

（
説 

 

明
） 
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介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
職
員
配
置
に
係
る
特
例
を
設
け
る
ほ
か
、

規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
六
十
八
号 

 
 

 

文
京
区
指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
、
指
定
介
護
予
防
支
援
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な

支
援
の
方
法
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
二
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

 

  
 

 

文
京
区
指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
、
指
定
介
護
予
防
支
援
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な

支
援
の
方
法
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

文
京
区
指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
、
指
定
介
護
予
防
支
援
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援

の
方
法
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
三
月
文
京
区
条
例
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
四
条
第
一
号
中
「
第
百
四
十
条
の
六
十
六
第
一
号
ロ
⑵
」
を
「
第
百
四
十
条
の
六
十
六
第
一
号
イ
」
に
改
め
る
。 

 

付 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

（
説 
 

明
） 

介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出

い
た
し
ま
す
。 



 



23 

 

議
案
第
六
十
九
号 

 
 

 

文
京
区
公
衆
浴
場
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
二
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
公
衆
浴
場
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

文
京
区
公
衆
浴
場
法
施
行
条
例
（
平
成
二
十
四
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
第
一
項
第
六
号
ウ
中
「
大
腸
菌
群
数
」
を
「
大
腸
菌
数
」
に
改
め
る
。 

  
 

 

付 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

（
説 

 

明
） 

 

公
衆
浴
場
の
衛
生
に
必
要
な
措
置
の
基
準
を
改
め
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
七
十
号 

 
 

 

文
京
区
「
特
別
区
道
」
道
路
占
用
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
二
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
「
特
別
区
道
」
道
路
占
用
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

文
京
区
「
特
別
区
道
」
道
路
占
用
料
等
徴
収
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
六
月
文
京
区
条
例
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

別
表
備
考
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

道
路
占
用
料
金
表 

         

法
第
三
十
二
条
第
一 

項
第
一
号
に
掲
げ
る 

工
作
物 占 

 
 

 
 

 

用 
 

 
 

 
 

物 
 

 
 

 
 

件 

そ
の
他
の
柱
類 

第
三
種
電
話
柱 

第
二
種
電
話
柱 

第
一
種
電
話
柱 

第
三
種
電
柱 

第
二
種
電
柱 

第
一
種
電
柱 

一
本
に
つ
き 

 

一
年 

単 
 

 
 

位 

一
、
一
○
○
円 

 

二
○
、
四
○
○
円 

 

一
四
、
八
○
○
円 

 

九
、
二
六
○
円 

 

二
五
、
六
○
○
円 

 

一
九
、
○
○
○
円 

 

一
二
、
三
○
○
円 

 

 

占 
 

 
 

用 
 

 
 

料 
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法
第
三
十
二
条
第
一

項
第
二
号
に
掲
げ
る

物
件 

       

外
径
が
○
・
一
五
メ
ー
ト
ル
以
上
○
・
二

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

外
径
が
○
・
一
メ
ー
ト
ル
以
上
○
・
一
五

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

外
径
が
○
・
○
七
メ
ー
ト
ル
以
上
○
・
一

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

外
径
が
○
・
○
四
メ
ー
ト
ル
以
上
○
・
○

七
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

外
径
が
○
・
○
四
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

そ
の
他
の
も
の 

広
告
塔 

変
圧
塔
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
及

び
公
衆
電
話
所 

地
下
に
設
け
る
変
圧
器 

路
上
に
設
け
る
変
圧
器 

地
下
に
設
け
る
電
線
そ
の
他
の
線
類 

共
架
電
線
そ
の
他
上
空
に
設
け
る
線
類 

長
さ
一
メ
ー
ト
ル
に
つ

き 
 

 
 

 
 

一
年 

    

占
用
面
積
一
平
方
メ
ー

ト
ル
に
つ
き 

 

一
年 

表
示
面
積
一
平
方
メ
ー

ト
ル
に
つ
き 

 

一
年 

一
個
に
つ
き 

 

一
年 

占
用
面
積
一
平
方
メ
ー

ト
ル
に
つ
き 

 

一
年 

一
個
に
つ
き 

 

一
年 

長
さ
一
メ
ー
ト
ル
に
つ

き 
 

 
 

 
 

一
年 

一
、
三
二
○
円 

 

九
九
○
円 

 

六
六
○
円 

 

四
六
○
円 

 

二
六
○
円 

 

二
二
、
○
○
○
円 

 

八
○
、
○
○
○
円 

 

二
二
、
○
○
○
円 

 

六
、
六
二
○
円 

 

一
○
、
八
○
○
円 

 

六
六
円 

 

一
一
○
円 
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法
第
三
十
二
条
第
一

項
第
五
号
に
掲
げ
る

施
設 

法
第
三
十
二
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
施
設 

法
第
三
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
施
設 

     

そ
の
他
の
も
の 

地
下
に
設
け
る
通
路 

上
空
に
設
け
る
通
路 

 

地
下
街
及
び
地

下
室 

外
径
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

外
径
が
○
・
七
メ
ー
ト
ル
以
上
一
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の 

外
径
が
○
・
四
メ
ー
ト
ル
以
上
○
・
七

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

外
径
が
○
・
三
メ
ー
ト
ル
以
上
○
・
四

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

外
径
が
○
・
二
メ
ー
ト
ル
以
上
○
・
三

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

階
数
が
三
以
上
の
も
の 

階
数
が
二
の
も
の 

階
数
が
一
の
も
の 

占
用
面
積
一
平
方
メ
ー 

ト
ル
に
つ
き 

 

一
年 

占
用
面
積
一
平
方
メ
ー 

ト
ル
に
つ
き 

 

一
年 

占
用
面
積
一
平
方
メ
ー 

ト
ル
に
つ
き 

 

一
年 

     

二
五
、
三
○
○
円 

 

二
四
、
○
○
○
円 

 

四
○
、
○
○
○
円 

 

Ａ
に
○
・
○
○
七
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

Ａ
に
○
・
○
○
六
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

Ａ
に
○
・
○
○
四
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

二
二
、
○
○
○
円 

 

一
七
、
七
○
○
円 

 

一
三
、
二
○
○
円 

 

六
、
六
二
○
円 

 

四
、
六
四
○
円 

 

二
、
六
五
○
円 

 

一
、
九
八
○
円 
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令
第
七
条
第
三
号
に
掲
げ
る
施
設 

令
第
七
条
第
二
号
に
掲
げ
る
工
作
物 

道
路
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
七
年
政
令
第

四
百
七
十
九
号
。
以

下
「
令
」
と
い
う
。
）

第
七
条
第
一
号
に
掲

げ
る
物
件 

法
第
三
十
二
条
第
一

項
第
六
号
に
掲
げ
る

施
設 

ア
ー
チ
式
工
作

物 旗
ざ
お
及
び
幕 

標
識 

看
板
（
ア
ー
チ
式
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
） 

商
品
置
場
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の 

祭
礼
、
縁
日
等
に
際
し
、
一
時
的
に
設
け

る
も
の 

そ
の
他
の
も
の 

車
道
を
横
断
す
る
も

の そ
の
他
の
も
の 

祭
礼
、
縁
日
等
に
際

し
、
一
時
的
に
設
け
る

も
の 

占
用
面
積
一
平
方
メ
ー 

ト
ル
に
つ
き 

 
一
年 

占
用
面
積
一
平
方
メ
ー 

ト
ル
に
つ
き 

 

一
年 

一
基
に
つ
き 

 

一
年 

占
用
面
積
一
平
方
メ
ー 

ト
ル
又
は
一
本
に
つ
き 

 
 

 
 

 
 

一
年 

占
用
面
積
一
平
方
メ
ー 

ト
ル
又
は
一
本
に
つ
き 

 
 

 
 

 
 

一
日 

一
本
に
つ
き 

 

一
年 

表
示
面
積
一
平
方
メ
ー 

ト
ル
に
つ
き 

 

一
年 

占
用
面
積
一
平
方
メ
ー 

ト
ル
に
つ
き 

 

一
年 

占
用
面
積
一
平
方
メ
ー 

ト
ル
に
つ
き 

 

一
日 

Ａ
に
○
・
○
二
四
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

二
二
、
○
○
○
円 

 

四
○
○
、
四
○
○
円 

 

八
○
○
、
九
○
○
円 

 

八
○
、
○
○
○
円 

 

八
○
○
円 

 

一
七
、
六
○
○
円 

 

八
○
、
○
○
○
円 

 

八
○
、
○
○
○
円 

 

八
○
○
円 
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令
第
七
条
第
九
号
に

掲
げ
る
施
設
並
び
に

同
条
第
十
号
に
掲
げ

る
施
設
及
び
自
動
車

駐
車
場 

令
第
七
条
第
八
号
に

掲
げ
る
施
設 

令
第
七
条
第
六
号
に
掲
げ
る
仮
設
建
築
物
及
び
同
条
第
七
号
に
掲
げ

る
施
設 

令
第
七
条
第
四
号
に

掲
げ
る
工
事
用
施
設

及
び
同
条
第
五
号
に

掲
げ
る
工
事
用
材
料 

 

建
築
物 

そ
の
他
の
も
の 

地
下
に
設
け
る

も
の 

上
空
、
ト
ン
ネ

ル
の
上
又
は
高

架
の
道
路
の
路

面
下
に
設
け
る

も
の 

詰
所 

危
険
防
止
施
設 

板
囲
、
足
場
そ
の
他
の
工
事
用
施
設
及
び

令
第
七
条
第
五
号
に
掲
げ
る
工
事
用
材

料 

階
数
が
四
以
上
の
も
の 

階
数
が
三
の
も
の 

階
数
が
二
の
も
の 

階
数
が
一
の
も
の 

階
数
が
三
以
上
の
も
の 

階
数
が
二
の
も
の 

階
数
が
一
の
も
の 

階
数
が
四
以
上
の
も
の 

階
数
が
三
の
も
の 

階
数
が
二
の
も
の 

階
数
が
一
の
も
の 

占
用
面
積
一
平
方
メ
ー 

ト
ル
に
つ
き 

 
一
年 

占
用
面
積
一
平
方
メ
ー 

ト
ル
に
つ
き 

 

一
年 

占
用
面
積
一
平
方
メ
ー 

ト
ル
に
つ
き 

 

一
年 

占
用
面
積
一
平
方
メ
ー 

ト
ル
に
つ
き 

 

一
年 

 
 

Ａ
に
○
・
○
一
二
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

Ａ
に
○
・
○
一
一
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

Ａ
に
○
・
○
○
八
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

Ａ
に
○
・
○
○
六
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

Ａ
に
○
・
○
二
四
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

Ａ
に
○
・
○
〇
七
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

Ａ
に
○
・
○
〇
六
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

Ａ
に
○
・
○
〇
四
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

Ａ
に
○
・
○
一
二
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

Ａ
に
○
・
○
一
一
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

Ａ
に
○
・
○
○
八
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

Ａ
に
○
・
○
○
六
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

二
二
、
○
○
○
円 

 

八
○
、
○
○
○
円 

 

一
〇
、
九
四
○
円 

 

三
六
、
二
○
○
円 
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付 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

 

令
第
七
条
第
十
三
号

に
掲
げ
る
施
設 

 

令
第
七
条
第
十
二
号

に
掲
げ
る
器
具 

 

令
第
七
条
第
十
一
号

に
掲
げ
る
応
急
仮
設

建
築
物 

 

そ
の
他
の
も
の 

上
空
、
ト
ン
ネ

ル
の
上
又
は
高

速
自
動
車
国
道

若
し
く
は
自
動

車

専

用

道

路

（
高
架
の
も
の

に
限
る
。
）
の

路
面
下
に
設
け

る
も
の 

 

原
動
機
付
自
転
車
、
二
輪
自
動
車
又
は
自
転
車

の
車
止
め
装
置
そ
の
他
の
駐
車
用
設
備 

そ
の
他
の
も
の 

建
築
物 

そ
の
他
の
も
の 

階
数
が
四
以
上
の
も
の 

階
数
が
三
の
も
の 

階
数
が
二
の
も
の 

階
数
が
一
の
も
の 

階
数
が
四
以
上
の
も
の 

階
数
が
三
の
も
の 

階
数
が
二
の
も
の 

階
数
が
一
の
も
の 

占
用
面
積
一
平
方
メ
ー 

ト
ル
に
つ
き 

 

一
年 

占
用
面
積
一
平
方
メ
ー 

ト
ル
に
つ
き 

 

一
年 

占
用
面
積
一
平
方
メ
ー 

ト
ル
に
つ
き 

 

一
年 

 

Ａ
に
○
・
○
二
四
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

Ａ
に
○
・
○
一
二
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

Ａ
に
○
・
○
一
一
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

Ａ
に
○
・
○
○
八
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

Ａ
に
○
・
○
○
六
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

Ａ
に
○
・
○
二
四
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

Ａ
に
○
・
○
二
四
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

Ａ
に
○
・
○
一
二
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

Ａ
に
○
・
○
一
一
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

Ａ
に
○
・
○
○
八
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

Ａ
に
○
・
○
○
六
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

Ａ
に
○
・
○
○
六
を
乗
じ
て
得
た
額 
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（
経
過
措
置
） 

２ 
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
、
既
に
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
文
京
区
「
特
別
区
道
」
道
路
占
用
料
等
徴
収
条
例
の
規
定
に

よ
り
徴
収
す
る
も
の
と
さ
れ
た
占
用
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

  

（
説 

 

明
） 

 

占
用
料
を
改
定
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
七
十
一
号 

 
 

 

文
京
区
立
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
二
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
立
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

文
京
区
立
公
園
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
四
月
文
京
区
条
例
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
条
の
二
を
削
る
。 

 

第
十
七
条
中
「
又
は
附
帯
設
備
」
を
削
る
。 

 

第
十
九
条
第
一
項
中
「
又
は
附
帯
設
備
」
及
び
「
又
は
別
表
第
二
の
二
」
を
削
る
。 

 

第
二
十
九
条
第
二
項
第
二
号
中
「
有
料
公
園
施
設
」
の
下
に
「
又
は
附
帯
設
備
」
を
加
え
る
。 

 

第
三
十
条
第
二
項
中
「
有
料
公
園
施
設
又
は
附
帯
設
備
」
と
あ
る
の
は
「
有
料
公
園
施
設
」
を
「
有
料
公
園
施
設
」
と
あ
る
の
は

「
有
料
公
園
施
設
又
は
附
帯
設
備
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
、
有
料
公
園
施
設
」
の
下
に
「
又
は
附
帯
設
備
」
を
加
え
、
「
有

料
公
園
施
設
又
は
附
帯
設
備
」
と
あ
る
の
は
「
有
料
公
園
施
設
」
を
「
有
料
公
園
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
有
料
公
園
施
設
又
は
附
帯

設
備
」
に
改
め
、
「
又
は
別
表
第
二
の
二
」
を
削
る
。 

 

第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
及
び
別
表
第
四
」
を
「
か
ら
別
表
第
五
ま
で
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
四
条
中
「
及
び
別
表
第
四
」
を
「
並
び
に
別
表
第
四
及
び
別
表
第
五
」
に
改
め
る
。 
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二
〇
、
七
〇
〇
円 

二
、
三
四
六
円 

一
三
、
二
四
八
円 

一
、
一
八
四
円 

七
九
六
円 

地
下
部
分 

地
上
露
出
部
分 

一
、
六
八
八
円 

六
七
四
円 

一
、
六
八
八
円 

一
、
六
八
八
円 

一
、
〇
一
二
円 

二
、
二
七
八
円 

五
〇
六
円 

一
、
〇
三
八
円 

 

  

二
二
、
五
〇
〇
円 

二
、
五
五
〇
円 

一
四
、
四
〇
〇
円 

一
、
四
二
〇
円 

九
〇
九
円 

地
下
部
分 

地
上
露
出
部
分 

一
、
八
一
九
円 

七
二
七
円 

一
、
八
一
九
円 

一
、
八
一
九
円 

一
、
〇
九
一
円 

二
、
四
五
五
円 

五
四
五
円 

一
、
二
四
五
円 

 

「 

 
別
表
第
一
中 

を 

に
改
め
る
。 

「 
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別
表
第
二
の
二
を
削
る
。 

      

別
表
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。 

別
表
第
五
（
第
三
十
一
条
、
第
三
十
四
条
関
係
） 

 

一 

有
料
公
園
施
設
の
利
用
料
金
の
限
度
額 

      

五
五
円 

二
〇
、
七
〇
〇
円 

二
、
三
四
六
円 

 

別
表
第
三
中 

を 

に
改
め
る
。 

「 

 

六
〇
円 

二
二
、
五
〇
〇
円 

二
、
五
五
〇
円 

 

「 

 

」 

 

」 

 

   

  

和 

室 

Ｂ 

和 

室 

Ａ 

 

      

   

 

七
〇
〇
円 

七
〇
〇
円 

一
、
四
〇
〇
円 

有
料
公
園
施
設
名 

松
聲
閣
集
会
室 

五
五
円 

三
、
三
〇
〇
円 

 

六
〇
円 

三
、
三
〇
〇
円 

 」 

 

」 

 

施 

設 

名 
一
単
位
当
た
り
の
金
額 

一 
 

 

室 

二 
 

 

室 
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備
考 

 
 

１ 

有
料
公
園
施
設
の
使
用
単
位
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 
 

 

一 

午
前 
午
前
九
時
か
ら
午
後
零
時
三
十
分
ま
で 

 
 

 

二 

午
後 

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で 

 
 

 

三 

夜
間 

午
後
五
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
ま
で 

 
 

２ 

二
単
位
以
上
使
用
す
る
場
合
に
は
、
引
き
続
い
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

二 

附
帯
設
備
の
利
用
料
金
の
限
度
額 

     

備
考 １ 

附
帯
設
備
の
使
用
単
位
の
一
回
は
、
有
料
公
園
施
設
の
使
用
単
位
に
対
応
す
る
時
間
と
す
る
。 

２ 

附
帯
設
備
の
み
の
使
用
は
、
認
め
な
い
。 

  
 

 

付 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

 

液
晶
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー 

音
響
セ
ッ
ト 

種 

別 

一
式
一
回 

一
式
一
回 

使
用
単
位 

  

金 

額 

 

五
〇
〇
円 

二
〇
〇
円 

 

  

  

 

 

一
、
〇
〇
〇
円 

一
、
〇
〇
〇
円 

二
、
〇
〇
〇
円 

洋 

室 

Ａ 

洋 

室 

Ｂ 
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１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
、
既
に
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
文
京
区
立
公
園
条
例
（
以

下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
る
も
の
と
さ
れ
た
占
用
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

施
行
日
前
に
旧
条
例
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
行
っ
た
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
の
松
聲
閣
集
会
室
の
占
用
に
係
る
許
可
は
、

施
行
日
以
後
に
お
い
て
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
文
京
区
立
公
園
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条
第
一

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
行
っ
た
許
可
と
み
な
す
。 

４ 

施
行
日
前
に
旧
条
例
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
行
っ
た
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
の
松
聲
閣
集
会
室
の
使
用
に
係
る
承
認
は
、

施
行
日
以
後
に
お
い
て
は
、
新
条
例
第
三
十
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
行
っ
た
承
認

と
み
な
す
。 

  

（
説 

 

明
） 

 

指
定
管
理
者
が
区
立
肥
後
細
川
庭
園
の
管
理
を
行
う
こ
と
と
す
る
ほ
か
、
占
用
料
の
改
定
等
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、

本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
七
十
二
号 

 
 

 

文
京
区
立
本
郷
給
水
所
公
苑
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
二
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
立
本
郷
給
水
所
公
苑
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

文
京
区
立
本
郷
給
水
所
公
苑
条
例
（
昭
和
五
十
二
年
四
月
文
京
区
条
例
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

付 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
、
既
に
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
文
京
区
立
本
郷
給
水
所
公
苑
条
例
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
る

五
五
円 

二
〇
、
七
〇
〇
円 

二
、
三
四
六
円 

一
、
六
八
八
円 

 

別
表
中 

 

を 

に
改
め
る
。 

」 
」 

「 
「 

六
〇
円 

二
二
、
五
〇
〇
円 

二
、
五
五
〇
円 

一
、
八
一
九
円 
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も
の
と
さ
れ
た
占
用
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

  

（
説 

 
明
） 

 

占
用
料
を
改
定
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
七
十
三
号 

 
 

 

文
京
区
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
二
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
文
京
区
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

文
京
区
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
九
月
文
京
区
条
例
第
二
十
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。 

 

（
文
京
区
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

文
京
区
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
令
和
六
年
十
二
月
文
京

区
条
例
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
七
条
第
一
項
及
び
第
七
項
た
だ
し
書
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。 

（
文
京
区
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

文
京
区
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
令
和
六
年
十
二
月
文
京
区
条
例

第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
五
条
第
一
項
及
び
第
四
項
た
だ
し
書
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。 

（
文
京
区
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 
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第
四
条 

文
京
区
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
令
和
六
年
十
二
月
文
京
区
条
例
第
四
十
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
三
十
一
条
第
一
項
、
第
四
十
九
条
第
二
号
、
第
六
十
条
第
一
項
、
第
七
十
条
第
一
項
、
第
四
項
た
だ
し
書
及
び
第
十
二
項
た

だ
し
書
、
第
八
十
四
条
第
一
項
、
第
八
十
九
条
第
一
項
並
び
に
第
九
十
七
条
第
一
項
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」

を
加
え
る
。 

 

（
文
京
区
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

文
京
区
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
令
和
六
年
十
二

月
文
京
区
条
例
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
三
条
第
二
号
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。 

 

（
文
京
区
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 

文
京
区
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
に
関
す
る
条
例
（
令
和
六
年
十
二
月
文
京
区

条
例
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
八
条
第
五
項
第
二
号
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。 

 

（
文
京
区
一
時
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
七
条 

文
京
区
一
時
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
令
和
六
年
十
二
月
文
京
区
条
例
第
四
十
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
九
条
第
一
項
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。 

 

付 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



43 

  

（
説 

 

明
） 

家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
一
号
）
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
七
十
四
号 

 
 

 

文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
二
十
五
・
二
十
六
階
改
修
工
事
請
負
契
約 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
二
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
二
十
五
・
二
十
六
階
改
修
工
事
請
負
契
約 

 

文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
二
十
五
・
二
十
六
階
改
修
工
事
施
行
の
た
め
、
左
記
請
負
契
約
を
締
結
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

契

約

の

目

的 
 

文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
二
十
五
・
二
十
六
階
改
修
工
事 

二 

契

約

の

方

法 
 

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に

よ
る
随
意
契
約 

三 

契

約

金

額 
 

金
三
億
六
千
六
百
十
九
万
円 

四 

契
約
の
相
手
方 

 

東
京
都
文
京
区
千
石
三
丁
目
二
十
九
番
二
十
六
―
一
〇
一
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

山
口
建
設
株
式
会
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役 

山
口
巖 

  

（
説 

 

明
） 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
第
五
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
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び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出

い
た
し
ま
す
。 

  

（
参 

 

考
） 

一 

工 
 

 

期 
 

契
約
締
結
の
翌
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
十
六
日
ま
で 

二 

支
出
科
目
等 

 
令
和
六
年
度 

一
般
会
計 

総
務
費 

施
設
管
理
費 

令
和
七
年
度 

債
務
負
担
行
為 
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議
案
第
七
十
五
号 

 
 

 

文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
二
十
五
・
二
十
六
階
改
修
機
械
設
備
工
事
請
負
契
約 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
二
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
二
十
五
・
二
十
六
階
改
修
機
械
設
備
工
事
請
負
契
約 

 

文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
二
十
五
・
二
十
六
階
改
修
機
械
設
備
工
事
施
行
の
た
め
、
左
記
請
負
契
約
を
締
結
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

契

約

の

目

的 
 

文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
二
十
五
・
二
十
六
階
改
修
機
械
設
備
工
事 

二 

契

約

の

方

法 
 

制
限
付
き
一
般
競
争
入
札
に
よ
る
契
約 

三 

契

約

金

額 
 

金
四
億
千
二
百
五
十
万
円 

四 

契
約
の
相
手
方 

 

酒
井
・
高
橋
・
松
嶋
建
設
共
同
企
業
体 

構
成
員
（
代
表
者
） 

 

東
京
都
文
京
区
大
塚
六
丁
目
十
一
番
十
二
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

酒
井
工
業
株
式
会
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役 

酒
井
孝 

構
成
員 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
文
京
区
千
石
四
丁
目
十
四
番
十
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
高
橋
管
工
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役 

高
橋
直
和 

構
成
員 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
文
京
区
本
郷
四
丁
目
三
十
五
番
十
四
号 
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松
嶋
建
設
工
業
株
式
会
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役 

安
田
洋
之 

  

（
説 

 

明
） 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
第
五
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及

び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出

い
た
し
ま
す
。 

  

（
参 

 

考
） 

一 

工 
 

 

期 
 

契
約
締
結
の
翌
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
十
六
日
ま
で 

二 

支
出
科
目
等 

 

令
和
六
年
度 

一
般
会
計 
総
務
費 

施
設
管
理
費 

令
和
七
年
度 

債
務
負
担
行
為 
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議
案
第
七
十
六
号 

 
 

 

区
域
外
に
お
け
る
公
の
施
設
の
設
置
に
関
す
る
協
議
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
二
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

区
域
外
に
お
け
る
公
の
施
設
の
設
置
に
関
す
る
協
議
に
つ
い
て 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
豊
島
区
が
管
理
す
る
公
の

施
設
を
区
の
区
域
内
に
設
置
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
左
記
の
と
お
り
豊
島
区
と
協
議
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

公
の
施
設
の
名
称 

 

特
別
区
道
三
一
―
一
一
八
○ 

二 

設

置

の

場

所 
 

文
京
区
大
塚
四
丁
目
十
二
番
一
か
ら
十
二
番
五
ま
で
の
一
部
及
び
百
七
番
（
別
図
表
示
） 

三 

面

積 
 

二
八
三
・
六
七
平
方
メ
ー
ト
ル 

四 

経

費

の

負

担 
 

公
の
施
設
の
設
置
及
び
維
持
管
理
に
関
す
る
経
費
は
、
豊
島
区
が
負
担
す
る
。 

  

（
説 

 

明
） 

 

豊
島
区
が
管
理
す
る
公
の
施
設
を
区
の
区
域
内
に
設
置
す
る
に
当
た
り
、
豊
島
区
と
協
議
を
行
う
た
め
、
地
方
自
治
法
第
二
百
四

十
四
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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